
和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に関する規則をここに公布

する。

令和２年３月２７日

和光市長

和光市規則第１８号

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に関する規則

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 抽選（第２条―第１０条）

第３章 入札（第１１条―第２３条）

第４章 随意契約（第２４条―第２５条）

第５章 契約の締結（第２６条―第３０条）

第６章 契約の履行（第３１条―第３３条）

第７章 契約の解除（第３４条）

第８章 雑則（第３５条―第３７条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規則は、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業施行規程（平成１

９年条例第２２号。以下「施行規程」という。）第３４条の規定により、和光市（以下

「施行者」という。）が行う和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業の保留地

の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

第２章 抽選

（抽選の参加者の資格）

第２条 保留地の処分に係る抽選（以下「抽選」という。）に参加することができる者は、

次の各号のいずれにも該当しないものとする。

破産者で復権を得ない者

抽選に参加しようとする者を妨げた者

抽選においてその公正な執行を妨げた者

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員又は和光市暴力団排

除条例（平成２４年和光市条例第２２号）第３条第２項に規定する暴力団関係者



２ 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、抽選の参加に必要

な資格を別に定めることができる。

（抽選の公告）

第３条 施行者は、抽選により保留地を処分しようとするときは、抽選の期日から起算し

て１０日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

保留地の位置、地積及び予定価格

抽選の参加に必要な資格

抽選の参加の申込みの受付の期間及び場所

抽選の実施日時及び場所

前各号に掲げるもののほか、抽選に関し必要な事項

（抽選の参加の申込み）

第４条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書（様式第１号）に必要な書類を添

付して施行者に提出しなければならない。

（抽選の方法）

第５条 抽選は、第３条の規定により公告した抽選の日時及び場所において公開により行

う。

２ 前条の規定により抽選参加申込書を提出した者は、代理人に抽選の参加を委任すると

きは、抽選が行われる前に委任状（様式第２号）を施行者に提出しなければならない。

（抽選の中止等）

第６条 施行者は、災害その他特別の事情により抽選を行うことが困難であると認めたと

きは、当該抽選を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。この場合にお

いて、抽選に参加した者（以下「参加者」という。）が損失を受けることがあっても、

施行者は補償の責めを負わない。

（当選者の決定）

第７条 施行者は、第５条の規定により行った抽選の結果に基づき当選者を決定する。こ

の場合において、参加者が１人であるときは、当該者をもって当選者とする。

（当選の無効）

第８条 当選者が次の各号のいずれかに該当するときは、その当選を無効とする。

第２条に規定する抽選の参加者の資格のない者であることが判明したとき。

⑵ 不正の行為があったことが判明したとき。

（補欠者の決定等）

第９条 施行者は、抽選により、当選者のほか補欠者１人を決定するものとする。

２ 施行者は、前条の規定により当選が無効となったとき、又は第２７条第２項の規定に

より当選者の決定を取り消したときは、補欠者をもって当選者とするものとする。

（当選者及び補欠者に対する通知）



第１０条 施行者は、抽選により当選者及び補欠者を決定したときは、当該抽選の結果を

これらの者に通知するものとする。

第３章 入札

（入札参加者の資格）

第１１条 入札に参加することができる者の資格については、第２条の規定を準用する。

（入札の公告）

第１２条 施行者は、一般競争入札により保留地を処分しようとするときは、入札期日か

ら起算して１０日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

保留地の位置及び地積

施行規程第８条の規定により定められた予定価格

入札の参加に必要な資格

入札の参加の申込みの受付の期間及び場所

入札及び開札の実施日時及び場所

入札保証金に関する事項

入札の無効に関する事項

落札者の決定に関する事項

前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

（指名競争入札の通知）

第１３条 施行者は、指名競争入札により保留地を処分しようとするときは、あらかじめ

当該入札に参加させようとする者を指名し、前条各号に掲げる事項をその指名する者に

通知するものとする。

（入札の参加申込み）

第１４条 入札に参加しようとする者は、入札参加申込書（様式第３号）に必要な書類を

添付して施行者に提出しなければならない。

２ 施行者は、前項の規定による申込みがあった場合は、当該申込みをした者（以下「申

込者」という。）がその入札に参加することが適当と認めたときは、当該申込者に対し

て入札指名書（様式４号）を交付するものとする。

（入札保証金の納付）

第１５条 前条の入札指名書を交付された者は、指定された期日までに、予定価格の

１００分の５以上の額を入札保証金として施行者に納付しなければならない。

２ 前項に規定する入札保証金に対しては、利子を付さない。

（入札保証金の帰属）

第１６条 前条の規定により納付された入札保証金は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、施行者に帰属するものとする。ただし、施行者がやむを得ない事情があると認め

たときは、当該入札保証金を納付した者（以下「入札者」という。）に対し、その全部



又は一部を還付することができる。この場合において、当該還付するものに対しては、

利子を付さない。

第２１条の規定により入札が無効とされたとき

第２３条又は第２７条第２項の規定により落札者の決定又は契約の相手方とした旨

の決定が取り消されたとき

（入札保証金の還付又は充当）

第１７条 施行者は、第１５条の規定により納付された入札保証金については、第２２条

第１項の規定により落札者となった者にあっては当該落札者が施行者に契約保証金を納

付した後に、その他の入札者にあっては当該落札者が決定した後に、当該入札保証金を

納付した者に対しそれぞれこれを還付するものとする。

２ 前項の落札者が納付した入札保証金については、当該落札者の同意を得て、第２８条

に規定する契約保証金に充当することができる。

（入札の方法）

第１８条 施行者は、入札を行うときは、第１２条の規定により公告した日時及び場所に

おいて、入札者又はその代理人自らに入札書（様式第５号）を入札箱に投函させて行わ

なければならない。

２ 入札者は、代理人に前条の規定による入札書の投函を委任するときは、入札が行われ

る前に委任状（様式第２号）を施行者に提出しなければならない。

（入札の中止等）

第１９条 施行者は、災害その他特別の事情により入札を行うことが困難であると認めた

ときは、当該入札を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。この場合に

おいて、入札者が損失を受けることがあっても施行者は補償の責めを負わない。

（開札）

第２０条 施行者は、第１２条の規定により公告した開札の場所において、入札を終了し

た後、直ちに第１８条第１項の規定による入札書の投函をした入札者（代理人が投函を

した場合は当該代理人）の立会いの上、開札を行うものとする。

（入札の無効）

第２１条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

第１１条に規定する資格のない者が入札に参加したことが判明したとき

入札書に入札金額、入札物件の表示、記名及び押印がない又は不明確なとき

入札の金額を訂正した場合において、訂正印がないとき

所定の入札書を用いていないとき

入札者又はその代理人が同一物件について２通以上の入札書を入札箱に投函したと

き

⑹ 談合その他の不正の行為があったことが判明したとき



（落札者の決定）

第２２条 施行者は、開札の結果、予定価格を下回らずに最高価格で入札したものを落札

者とする。

２ 施行者は、落札となるべき価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入

札をした者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

３ 前項に規定する場合において、入札者又はその代理人のうち、くじを引かない者があ

るときは、当該者は当該入札に係る権利を放棄したものとみなす。

４ 施行者は、前条の規定により落札者の入札が無効となったとき、又は次条の規定によ

り落札者の決定を取り消したときは、予定価格を下回らない者のうちから、次位の者を

落札者とすることができる。この場合において、次位の者から落札者の辞退の申出があ

ったときは、入札価格の高い入札者から順次落札者を決定するものとする。

（落札者の決定の取消し）

第２３条 施行者は、前条第１項の規定により落札者となった者が契約を締結する意思の

ないことを表明したときは、落札者の決定を取り消すものとする。

第４章 随意契約

（随意契約による処分）

第２４条 随意契約による保留地の買受けを希望する者は、保留地買受申請書（様式第６

号）を施行者に提出しなければならない。

２ 施行規程第７条第２項第３号に規定する施行者が必要と認めたときは、施行者が保留

地の位置、地積、形状その他の特別な事情を勘案し、抽選又は入札に付することが適当

でないと認めるときとする。

（売払いの相手方の資格）

第２５条 随意契約により保留地を売り払う相手方となることができる者の資格について

は、第２条の規定を準用する。

第５章 契約の締結

（当選者等の決定通知）

第２６条 施行者は、抽選により当選者を決定したとき、入札により落札者を決定したと

き又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書（様式第７

号）により、当該当選者、落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

（契約の締結）

第２７条 前条の規定による通知を受けた者（以下「契約の相手方」という。）は、当該

通知を受けた日から１４日以内に、保留地売買契約書（様式第８号）により契約を締結

しなければならない。

２ 契約の相手方が、前項の期間内に契約を締結しないときは、施行者は、契約の相手方

とした旨の決定を取り消すことができる。



（契約保証金の納付）

第２８条 契約の相手方は、前条の契約を締結するときは、契約保証金として契約代金の

１００分の１０以上の金額を契約の締結の日（以下「契約締結日」という。）までに納

付しなければならない。

２ 国又は地方公共団体その他の公共団体（以下「団体等」という。）を契約の相手方と

するときは、前項に規定する契約保証金を免除することができる。

３ 第１項に規定する契約保証金に対しては、利子を付さない。

（契約保証金の帰属）

第２９条 第３４条第１項の規定により契約を解除したときは、前条第１項の契約保証金

は施行者に帰属するものとする。ただし、施行者がやむを得ないと認めたときは、契約

保証金の全部又は一部を還付することができる。この場合において、当該還付するもの

に対しては、利子を付さない。

（契約保証金の還付又は充当）

第３０条 契約保証金は、前条の規定により施行者に帰属する場合を除き、契約代金を完

納した後に還付する。

２ 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。

第６章 契約の履行

（契約代金の納付）

第３１条 施行者と契約を締結した者（以下「契約者」という。）は、契約締結日から

６０日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。

２ 前項の場合において、第２８条第２項に規定する団体等が施行者と契約を締結したと

きは、前項に規定する期間を延長することができる。

（保留地の使用）

第３２条 契約者は、契約代金を完納しなければ、当該契約に係る保留地を使用し、又は

収益することができない。

２ 施行者は、契約者が契約代金を完納したときは、当該契約者に対し、保留地引渡書（

様式第９号）を交付する。

（所有権移転の時期及び登記）

第３３条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるものとする。

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」という。）第１０３条第

４項に規定する換地処分の公告の日（以下「換地処分の公告の日」という。）以前に

おいて契約を締結し、かつ契約代金が完納されたもの 換地処分の公告の日の翌日

前号に掲げるもの以外のもの 契約代金が完納された日の翌日

２ 保留地の所有権移転の登記は、法第１０７条第２項の規定による換地処分に伴う登記



が完了した後に施行者が行うものとする。

３ 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者が負担する。

第７章 契約の解除

（契約の解除）

第３４条 施行者は、契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除する

ことができる。

２ 施行者は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を保留地売買契約解除通

知書（様式第１０号）により契約者に通知するものとする。

３ 前項の規定による通知を受けた契約者は、施行者の指示する期間内に自己の費用で当

該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。

４ 施行者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、既納の契約代金を還付する。た

だし、第２９条の規定による契約保証金の還付又は第３０条第２項の規定による充当が

既になされたときは、その相当額を既納の契約代金から控除した残額を還付するものと

する。この場合において、還付金には利子を付さない。

第８章 雑則

（権利譲渡の禁止）

第３５条 契約者は、契約を締結した日から所有権移転登記が完了するまでの間は、保留

地を譲渡することができない。ただし、施行者の承認を得たときは、この限りでない。

２ 前項ただし書の規定により施行者の承認を得ようとする者は、権利譲渡承認申請書（

様式第１１号）を施行者に提出しなければならない。

３ 施行者は、前項の規定による申請があったときは、その結果について権利譲渡承認回

答書（様式第１２号）により当該申請をした者に通知するものとする。

４ 契約者から保留地に係る権利の譲渡を受けることについて前項の規定により施行者の

承認を得た者（次条において「相続人」という。）は、当該契約者の地位を継承するも

のとする。

（住所等変更の届出）

第３６条 契約者（相続人がある場合は当該相続人をいう。以下同じ。）は、契約締結日

から所有権移転登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当する事由

が生じたときは、遅滞なく施行者に住所等変更届（様式第１３号）を提出しなければな

らない。

氏名（法人にあっては、名称）又は住所（法人にあっては、事業所の所在地）を変

更したとき。

死亡（法人にあっては、解散又は合併）したとき。

（その他）

第３７条 この規則に定めるもののほか、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事



業の保留地の処分に関し必要な事項は、施行者が定める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。



様式第１号（第４条関係）

抽 選 参 加 申 込 書

年 月 日

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 和光市

代表者 和光市長 様

住 所

申込者 氏 名 ㊞
フリ ガナ

電話番号

法人にあっては、その事業者の所在地、

名称及び代表者の氏名

保留地の抽選に参加したいので、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業の保留地

処分に関する規則第４条の規定により、次のとおり申し込みます。

なお、私は、同規則第２条の規定に則り、参加資格を有することを誓約します。

･･････････････････････････＜切り離さないでください＞･･････････････････････････

※印の欄は記入しないでください。

保留地
街区番号 画地番号 地積

街区 画地 ㎡

添付書類
□住民票（個人の場合）

□現在事項全部証明書（法人登記簿謄本）（法人の場合）

受付年月日 表示番号 抽選番号 抽選結果 備考

※ ※ ※ ※ ※

抽選参加申込受付票

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

受

付

印

※

申込者氏名

表示番号 抽選番号 注 意 事 項

※ ※ 抽選日には必ずこの受付票をご持参ください。

紛失された場合でも本票の再発行はいたしませんので、

大切に保管してください。



様式第２号（第５条、第１８条関係）

委 任 状

住 所

代理人 氏 名 ㊞
フリ ガナ

電話番号

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

記

次の保留地の（入札・抽選）及びこれに付帯する一切の権限

年 月 日

住 所

委任者 氏 名 ㊞
フリ ガナ

電話番号

保 留 地
街区番号 画地番号 地 積

街区 画地 ㎡



様式第３号（第１４条関係）

入札参加申込書

年 月 日

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 和光市

代表者 和光市長 様

住 所

申込者 氏 名 ㊞
フリ ガナ

電話番号

法人にあっては、その事業者の所在地、

名称及び代表者の氏名

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業における保留地の入札に参加したいので、

同事業保留地処分に関する規則第１４条の規定により、次のとおり申し込みます。

なお、私は、同規則第１１条の規定に則り、参加資格を有することを誓約します。

保留地
街区番号 画地番号 地積

街区 画地 ㎡

添付書類
□住民票（個人の場合）

□現在事項全部証明書（法人登記簿謄本）（法人の場合）

受付年月日 表示番号 受付番号 入札結果 備考

※ ※ ※ ※ ※



様式第４号（第１４条関係）

入 札 指 名 書

第 号

年 月 日

住 所

氏 名 様

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 和光市

代表者 和光市長 印

保留地を売り払うにあたり、次のとおりあなたを入札参加者として指名することとしました

ので、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に関する規則第１４条第２

項の規定により通知します。

表 示 番 号

街区及び画地番号 街区 画地

地 積 ㎡

入 札 日 時 年 月 日 午前・午後 時 分

入 札 場 所

入 札 保 証 金 の 額 円

入 札 保 証 金

の 納 付 期 限
年 月 日



様式第５号（第１８条関係）

入 札 書

年 月 日

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 和光市

代表者 和光市長 様

入札者 住 所

氏 名 ㊞
フリ ガナ

法人にあっては、その事業者の所在地、

名称及び代表者の氏名

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に関する規則第１８条第１項の

規定により、次のとおり入札します。

受 付 番 号

表 示 番 号

街区及び画地番号 街区 画地

地 積 ㎡

入 札 金 額 円



様式第６号（第２４条関係）

保留地買受申請書

年 月 日

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 和光市

代表者 和光市長 様

申請者 住 所

氏 名 ㊞
フリ ガナ

電話番号

法人にあっては、その事業者の所在地、

名称及び代表者の氏名

保留地を買い受けたいので、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に

関する規則第２４条第１項の規定により、次のとおり申請します。

表 示 番 号

街区及び画地番号 街区 画地

地 積 ㎡



様式第７号（第２６条関係）

保留地売却決定通知書

第 号

年 月 日

住 所

氏 名 様

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 和光市

代表者 和光市長 印

あなたが 年 月 日付けで申し込まれた保留地については、次により売却することが決定

しましたので、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に関する規則第

２６条の規定により通知します。

売 却 価 格 円

契 約 保 証 金 の 額 円

表 示 番 号

街区及び画地番号 街区 画地

地 積 円

※契約の際は、次のものを用意してください。

１ 契約保証金納入通知書兼領収書

２ 収入印紙（ 円）

３ 印鑑（実印）

４ 印鑑登録証明書

※共有名義の場合は、共有者全員の印鑑（実印）及び印鑑登録証明書が必要です。



様式第８号（第２７条関係）

保 留 地 売 買 契 約 書

売渡人 和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業施行者和光市（以下「甲」という。

）と、買受人（以下「乙」という。）は、同事業における保留地について、次の条項により売買

契約を締結する。

（売買物件及び売買価額）

第１条 甲は、次に掲げる保留地（以下「本件土地」という。）を、 金 円（１平方メー

トル当たり 円）で 乙に売り渡すものとする。

本件土地の表示

２ 本件土地の面積は土地区画整理法（以下「法」という。）第１０３条第４項の換地処分の

公告の日の翌日に確定する。前項に表示する面積と確定面積に増減が生じたときは、その増

減した面積に応じ、前項に表示する単価により算出した金額をもって精算するものとする。

ただし、１平方メートル未満の増減については、精算を行わない。

３ 第２項の精算金には利子を付さない。

（契約保証金）

第２条 乙は、本契約締結の日までに契約保証金として契約代金の１００分の１０以上を納入

しなければならない。

２ 甲が第８条の規定により本契約を解除したときは、前項に規定する契約保証金は、第１０

条に規定する違約金として甲に帰属する。

３ 第１項の契約保証金には利子を付さない。

（売買代金の支払い）

第３条 乙は、第１条に規定する売買代金を 年 月 日までに甲の発行する納入通知書によ

り納入しなければならない。

２ 前条第１項に規定する契約保証金は、売買代金に充当するものとする。

（土地の引渡し）

第４条 甲は、前条により売買代金を受領したときは、遅滞なく本件土地を乙に引き渡すもの

とする。

２ 乙は、前項により本件土地の引き渡しを受けたときから、当該土地を使用し、収益するこ

とができる。

（所有権の移転）

第５条 本件土地の所有権は、法第１０３条第４項に規定する換地処分公告の日の翌日に、甲

から乙に移転する。ただし、第３条に規定する売買代金を完納していない場合は、それらが

街 区 番 号 画地番号 面 積 単 価 売 買 価 額

街区 画地 ㎡ 円／㎡ 円



完納された日の翌日に移転するものとする。

（所有権移転登記）

第６条 本件土地の所有権移転登記は、法第１０７条第２項の規定による換地処分に伴う登記

が完了した後に、甲が嘱託して行う。

２ 前項の所有権移転登記に要する費用は乙の負担とする。

（権利譲渡の制限）

第７条 乙は、前条に規定する所有権移転登記が完了するまでは、本件土地を他人に譲渡して

はならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合はこの限りでない。

（分割の制限）

第８条 乙は、第５条に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、本件土地を分割して

はならない。

（契約の解除）

第９条 乙が、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に関する規則（以

下「規則」という。）に違反したとき、又は本契約条項に違反したときは、甲は本契約を解

除することができる。

（原状回復）

第１０条 甲が前条の規定により本契約を解除したときは、乙は、本件土地を原状に回復して

甲に引き渡さなければならない。

（還付金）

第１１条 甲は、前条の規定により本件土地の引渡しを受けたときは、乙が支払った売買代金

から違約金として徴する売買代金の１００分の１０を控除した額を還付するものとする。

２ 前項の還付金には利子を付さない。

３ 本契約を解除することにより乙が損失を受けても、甲はその責を負わない。

（公租公課）

第１２条 第４条に規定する本件土地の引渡し後、本件土地に対する公租公課は乙の負担とす

る。

（土地区画整理事業の費用）

第１３条 甲は、本件土地に土地区画整理事業に要する費用を賦課しないものとする。

（契約の費用）

第１４条 本契約に要する費用は乙の負担とする。

（疑義の決定）

第１５条 本契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。

上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自１通

を保有する。



年 月 日

甲 和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 和光市

代表者 和光市長 印

乙 住 所

氏 名 印



様式第９号（第３２条関係）

保留地引渡書

第 号

年 月 日

住 所

氏 名 様

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 和光市

代表者 和光市長 印

年 月 日付けで売買契約を締結した下記表示の保留地について、和光都市計画事業和光

市駅北口土地区画整理事業の保留地処分に関する規則第３２条第２項の規定により引渡します。

記

表 示 番 号

街区及び画地番号 街区 画地

地 積 ㎡



様式第１０号（第３４条関係）

保留地売買契約解除通知書

第 号

年 月 日

住 所

氏 名 様

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 和光市

代表者 和光市長 印

年 月 日付けで締結しました保留地売買契約については、次のとおり解除しますので、

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に関する規則第３４条第２項の規

定により通知します。

解 除 理 由

表 示 番 号

街区及び画地番号 街区 画

地

地 積

㎡



様式第１１号（第３５条関係）

権利譲渡承認申請書

年 月 日

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 和光市

代表者 和光市長 様

譲渡人（乙）

住 所

氏 名 ㊞
フリ ガナ

法人にあっては、その事業者の所在地、

名称及び代表者の氏名

譲受人（丙）

住 所

氏 名 ㊞
フリ ガナ

法人にあっては、その事業者の所在地、

名称及び代表者の氏名

年 月 日付け、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業の施行者和光市（甲

）と （乙）との間に保留地売買契約を締結した次の保留地について、次の譲渡理由に

より、乙が （丙）に譲渡し、丙は、乙の保留地に係る権利義務を継承することを誓約い

たしますので、承認くださるよう当事者連署にて申請します。

（注）当事者双方の実印を押印し、印鑑証明書を添付してください。

権利譲渡申請保留地

表 示 番 号

街区及び画地番号 街区 画地

地 積 ㎡

譲 渡 の 理 由



様式第１２号（第３５条関係）

権利譲渡承認回答書

第 号

年 月 日

住 所

氏 名 様

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 和光市

代表者 和光市長 印

年 月 日付けで申請のあった 街区 画地（ 平方メートル）の保留地にかかる

権利譲渡については、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に関する規

則第３５条第３項の規定により、下記のとおり回答します。



様式第１３号（第３６条関係）

住所等変更届

年 月 日

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 和光市

代表者 和光市長 様

住 所

氏 名 ㊞
フリ ガナ

電話番号

年 月 日付けで契約を締結した和光市駅北口土地区画整理事業施行地区内の保留地の

所有者について、次のとおり変更がありましたので届け出ます。

表 示 番 号

街区及び画地番号 街区 画地

地 積 ㎡

変 更 前

変 更 後

変 更 理 由 １ 氏名又は名称の変更 ２ 住所又は所在地の変更

３ 死亡 ４ 解散

５ 合併 ６ その他


